
２－１．水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する環境基準）

税込単価(円) 税別単価(円) 摘　　　　　要

1 水素イオン濃度（ｐＨ） 660 600

2 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 4,950 4,500

3 浮遊物質量（ＳＳ） 2,750 2,500

4 溶存酸素量（ＤＯ） 2,750 2,500

5 大腸菌数 7,700 7,000

18,810 17,100

税込単価(円) 税別単価(円) 摘　　　　　要

1 水素イオン濃度（ｐＨ） 660 600

2 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 3,300 3,000

3 浮遊物質量（ＳＳ） 2,750 2,500

4 溶存酸素量（ＤＯ） 2,750 2,500

5 大腸菌数 7,700 7,000

6 全窒素（Ｔ-Ｎ） 7,150 6,500

7 全燐（Ｔ-Ｐ） 4,400 4,000

28,710 26,100

税込単価(円) 税別単価(円) 摘　　　　　要

1 水素イオン濃度（ｐＨ） 660 600

2 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 3,300 3,000

3 溶存酸素量（ＤＯ） 2,750 2,500

4 大腸菌数 7,700 7,000

5 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分等） 4,400 4,000

6 全窒素（Ｔ-Ｎ） 7,150 6,500

7 全燐（Ｔ-Ｐ） 4,400 4,000

30,360 27,600

２－２．水質汚濁に係る環境基準（水生生物の保全に関する環境基準）

税込単価(円) 税別単価(円) 摘　　　　　要

1 全亜鉛 3,850 3,500

2 ノニルフェノール 33,000 30,000

3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 38,500 35,000

4 底層溶存酸素量 2,750 2,500 河川を除く

78,100 71,000

【河川（昭和46年環境庁告示第59号）】

試　　験　　項　　目

合　　　　　　　計

【湖沼（昭和46年環境庁告示第59号）】

試　　験　　項　　目

合　　　　　　　計

【海域（昭和46年環境庁告示第59号）】

試　　験　　項　　目

合　　　　　　　計

【河川，湖沼，海域（昭和46年環境庁告示第59号）】

試　　験　　項　　目

合　　　　　　　計


